2021年1月26日

障害法第４号の訂正について
　　　　　
日本障害法学会編集委員会


　「障害法」第4号（2010年11月）に掲載された、杉浦ひとみ「成年被後見人選挙権確認訴訟　第一審判決－被後見人の選挙権を奪う公職選挙法第11条第1項第1号の違憲性を争う」について、筆者より以下に掲げる訂正の申出があり、編集委員会としてこれを承認しましたので、お知らせいたします。

	訂正箇所
	原　文
	訂正後の文章

	118頁1～3行目
	「･･･申立をしなかった者は同じ程度の能力の者は選挙権を行使しうるの有無により同じ能力の者が、･･･」
	「･･･申立をしなかった者は同じ程度の能力であっても選挙権を行使しうることになり、･･･」

	120頁5行目
	「･･･選挙権が被後見人になるとなることについて･･･」
	「･･･選挙権が被後見人になるとなくなってしまうことについて･･･」

	121頁5行目
	「･･･フィンランド、オランダ、スペイン、スエーデン･･･」
	「･･･フィンランド、オランダ、スエーデン･･･」（スペインを削除）



以上

